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墨田区児童デイサービス施設の管理運営等に関する条例の一部を改正する条例（案） 

新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
（事業） 

第３条 児童デイサービス施設は、次に掲げ 

る事業を行う。 

⑴ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４ 

号。以下「法」という。）第６条の２第 

２項に規定する児童発達支援及び同条第 

４項に規定する放課後等デイサービス 

（生活能力の向上のために必要な訓練に 

係るものに限る。）に関すること。 

 

 

⑵・⑶ 〔略〕 

２ 前項各号に掲げるもののほか、前条第１

項に規定する児童デイサービス施設は、法 

 第４３条第１号に規定する福祉型児童発達

支援センターとして、次に掲げる事業を行

う。 

 ⑴ 法第６条の２第５項に規定する保育所

等訪問支援に関すること。 

 ⑵ 食事の提供に関すること。 

（利用対象者） 

第７条 児童デイサービス事業（第３条第１

項第１号及び同条第２項に掲げる事業をい

う。以下同じ。）を利用することができる

者は、次のいずれかに該当する者とする。 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

２ 〔略〕 

 ⑴～⑶ 〔略〕 

３ 〔略〕 

〔同左〕 

第３条  〔同左〕 

 

⑴ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４ 

号。以下「法」という。）第６条の２第 

２項に規定する児童発達支援及び法第６ 

条の２第４項に規定する放課後等デイサ 

ービス（生活能力の向上のために必要な 

訓練に係るものに限る。）に関すること 

（以下「児童デイサービス事業」とい

う。）。 

⑵・⑶ 〔略〕 

  〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔同左〕 

第７条 児童デイサービス事業を利用するこ 

とができる者は、次のいずれかに該当する 

者とする。 

 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

２ 〔略〕 

 ⑴～⑶ 〔略〕 

３ 〔略〕   

付 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

 


